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納税相談に必要なもの

水道水のP
ピ ー フ ォ ス

FOS・P
ピ ー フ ォ ア

FOA検査を行いました

　令和６年分確定申告（納税相談）に必要なものは主に以下のとおりですので、納税相談に来庁する際には、
あらかじめ準備をお願いします。日程等の詳細は、後日あらためてお知らせします。
　なお、事前に「農業所得基礎資料報告書」と「医療費の明細書」を配布しましたので、ご活用ください。

　村では、皆さまの安心と安全のため水道水の検査を実施しました。
　検査概要と結果は次のとおりで、村で管理する水道水の安全性には問題がありませんでした。
●検査概要および結果
　●採　水　日　令和６年10月１日
　●採水場所　 村内の全ての浄水水質検査地

点（12カ所）
　●検査項目　 PFOS（ペルフルオロオクタ

ンスルホン酸）、PFOA（ペル
フルオロオクタン酸）

　●検査結果　 全ての検査地点で国の定めた
暫定目標値の50ng/L以下

PFOS・PFOAとは
　　「有機フッ素化合物（PFAS）」の一種です
・ 2000年代はじめごろまで、さまざまな工業で利用され、私
たちの身の回りの製品を作る際にも使われていました。
・ 2009年以降、環境中での残留性や健康影響の懸念から、国
際的に規制が進み、現在では、日本を含む多くの国で製造・
輸入等が禁止されています。
・ 日本国内でも、新たに作られることは原則ありませんが、分
解されにくい性質があるため、今も環境中に残っています。

《お問い合わせ先》　高山村役場　税務会計課　☎0279－26－7947（直通）

《お問い合わせ先》　高山村役場　建設課　☎0279－26－7950（直通）

・ 「マイナンバーカード」もしくは「個人番号通知
カード」と「運転免許証」等
　※ 個人番号通知カードは記載された氏名・住所等
が住民票に記載されている事項と一致している
場合に限ります。

・預貯金通帳（申告者本人名義のものに限る）
　※ 金融機関名と口座番号がわかれば通帳でなくて
もかまいません。

◆ 必ず持参するもの　

・ 「農業所得基礎資料報告書」（事前に配布してあり
ます）
・ 「収入」とそれに伴う「支出（経費等）」のわかる書類
・ 帳簿（平成26年１月から記帳と帳簿書類の保存は
義務化されています）

◆ 農業収入がある方

・「源泉徴収票」または「支払証明書」（勤務先より配布）
◆ 給与収入のある方

・「源泉徴収票」（年金支払機関より送付）
　※ 国民年金の源泉徴収票を紛失したときは、「ねん
きんダイヤル☎0570－05－1165」に連絡し再発
行を受けてください。

◆ 年金収入のある方

・「収入」とそれに伴う「支出（経費等）」のわかる書類
◆ 左記以外の収入のある方

・ 「医療費の明細書」および「領収書」、「医療費のお知
らせ」（各医療保険者から送付されたもの）
　※ 個人ごと・医療機関ごとの合計額を計算し、「医
療費の明細書」に記入しておいてください。

◆ 医療費控除を受ける方 

・「控除証明書」（日本年金機構から送付）
　※ 紛失したときは、「ねんきんダイヤル☎0570－
05－1165」に連絡し再発行を受けてください。

◆ 国民年金保険料控除を受ける方

・「確定申告の案内通知」（税務署から送付されたもの）
◆ 税務署から案内通知が送付された方

・ 「控除証明書」（保険会社より送付、あがつま農協
は高山支店の窓口で配付を受けてください）

◆  生命保険料控除・地震保険料控除（長期損害 
保険料を含む）を受けられる方

※ 申告内容によっては追加の書類が必要となる場合
がありますので、ご了承ください。
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道路の除雪にご協力ください！

農地賃借料情報の提供について

　冬期の安全な道路交通を確保するため、群馬県と高山村が管理している国道･県道および主要な村道等
については、道路におおむね10cm以上の積雪が見込まれる場合に除雪作業を実施します。
　また、大雪警報が発令される場合などは、立ち往生車両の発生を防ぐため早めの通行規制を実施する
とともに、交通量の多い幹線道路については、県･村が連携して優先的に除雪を実施します。
　村民皆さまには、冬期道路に対する備えと除雪作業の実施にご理解とご協力をお願いします。

　高山村農業委員会では、農地法第52条に基づき、農地の賃借料水準を公表しています。
　農地の賃借料を決定する際の目安としてご活用ください。なお、この「賃借料情報」は実勢の集計値
であり、拘束力はなく、賃借料決定の参考として提供するものですので、実際に賃借料を決定する際に
は貸し手と借り手の両者でよく協議をして決定してください。

①早朝の除雪作業にご協力ください。
②道路にせり出している竹や木の枝は事前に伐採してください。
※木の枝などが原因で事故が発生した際、持ち主（地主）の責任を問われる場合があります。

③庭や屋根に積もった雪は道路に出さないようにしてください。
④玄関先や隣接する歩道（通学路）などの除雪作業にご協力ください。
⑤大雪時の外出は、緊急時や重要でない場合は控えてください。
⑥路上駐車をしないでください。
※除雪作業の効率が下がります。また、緊急車両等の通行の妨げになってしまいます。
⑦ スリップ事故・立ち往生などを起こさないために、冬用タイヤの装着やチェーンを携帯し、早め
の準備に心がけてください。
⑧ 凍結した道路では、無理な運転をせずに迂回できる道路を通るか、低速による安全運転に心がけ
てください。

《お問い合わせ先》　高山村農業委員会事務局　☎0279－26－7951（直通）

《お問い合わせ先》
（国道・県道）
群馬県中之条土木事務所　企画調査係
☎0279－75－3047
（村道）
高山村役場　建設課
☎0279－63－2111（内線52）

賃借料水準（10aあたり）
田（水稲）の部 賃借料

土地改良等整備済農地 8,000円
上記以外の農地 7,000円

賃借料水準（10aあたり）
畑（普通畑）の部 賃借料

上（耕作条件の良い畑） 6,000円
中（標準的な畑） 5,000円
下（耕作条件の悪い畑） 4,000円
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●期日・方面
　令和７年
　１月８日（水）　中之条町（ヤオコー・マツキヨ）
　２月５日（水）　東吾妻町（ベイシア）
　３月５日（水）　中之条町（ヤオコー・マツキヨ）
●買い物時間　午後２時～３時頃まで
●送　　　迎
　 送迎につきましては、ご自宅付近を予定してお
ります。

●参加対象者
　①日常の買い物で不自由をしている方
　②一人で車の乗降ができる方
　③地域福祉事業に参加してみたい方

●申込み
　 実施日の１週間前までにご連絡をお願いいたし
ます。

●その他
　① 参加希望者が多い場合には、事務局にて調整
させていただく場合がございます。

　② 状況により、行き先変更や中止となる場合が
ございますが、ご了承ください。

　③ エコバッグをお持ちの方は、ご持参ください。

買い物支援事業のご案内
　高山村社会福祉協議会では、毎月買い物支援事業を実施しております。日常的な買い物に困難を抱え
ている方、または地域交流を兼ねながら参加してみたい方、ぜひご利用くださいますよう、お知らせい
たします。

社会福祉協議会・特別会費のご協力ありがとうございました
　各事業所より社会福祉協議会の趣旨
にご賛同され、福祉事業の浄財となる
特別会費についてご協力頂きましたの
で、ご報告いたします。
　貴重な浄財をありがとうございました。

（五十音順）
＊あがつま農協高山支店 様
＊㈲OHKI 様
＊㈱関越ゴルフ倶楽部 様
＊㈱須藤工務店 様

＊高山運輸倉庫㈱ 様
＊高山ゴルフ倶楽部 様
＊㈱平形土建 様
＊MOTOR-HEAD 様

この事業につきましては、
共同募金の配分金が充てら
れる予定です

　高山村社会福祉協議会では、「喫茶すまいる」を開催
いたします。
　たまには、ひと息入れながら仲間とおしゃべりをし
たり、悩みごとを共有したり、ボランティアをしたい
方やボランティアを必要とする方、誰でも気軽に交流
できる、心地よい居場所を心掛けています。皆さまの
お越しを美味しいコーヒーと一緒にお待ちしています。

喫茶すまいる
～みんなが笑顔になれる場所～

《お問い合わせ先》　高山村社会福祉協議会　☎0279－63－2075

《お問い合わせ先》　高山村社会福祉協議会　☎0279－63－2075

この事業につきましては、
共同募金の配分金が充てら
れる予定です

●開催日
　令和７年
　１月17日（金）　午後１：30～３：00
　２月21日（金）　　　　　〃
　３月14日（金）　　　　　〃
●場　所　交流施設　なごみ
●参加費　無料
　※ 福祉バスをご利用される場合は、
予約連絡をお願いします。
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《担当課・お問い合わせ先》
高山村役場 地域振興課 ☎0279－26－7944（直通）

《お問い合わせ先》　高山村役場　保健みらい課（高山村保健福祉センター）　☎0279－63－1311

2025年農林業センサスに
ご協力ください

令和７年１月より
人権擁護委員が替わります

　農林水産省では、令和７年２月１日現在で「2025
年農林業センサス」を実施します。
　農林業センサスは、農林業の実態を明らかにし、
国や都道府県、市区町村はもちろん各方面にわたり、
広く利用できる総合的な統計資料を得るための調査
です。
　全国の農家や林家をはじめ、
すべての農林業関係者を対象に
行われる『農林業の国勢調査』
ともいうべきものです。
　皆様のお宅や会社等に調査員
が調査に伺いましたら、ご協力
をお願いします。

　３年間人権擁護委員としてご活躍い
ただきました飯塚優子さんが12月31日
をもって退任されました。その間、人
権相談・人権啓発・人権擁護活動等に
ご尽力くださり大変感謝申し上げます。
　後任には、１月１日付けで法務大臣よ
り、新たに松井由紀子さんが人権擁護委
員に委嘱されました。人権に関する事や、
困りごとなど身近な問題で悩んでいる方
は、お気軽にご相談ください。

　眠れない、ゆううつ、お酒を飲むと人が変わる、物忘れ、ひきこもりなど、こころの悩みがあり
相談したい方を対象に、精神科医師による相談を実施いたします。

●日時　１月23日（木）午後２時から（予約制）
●場所　高山村保健福祉センター

※相談は、予約制です。相談を希望される際は、１月20日までにお申込みください。

「こころの健康相談」のご案内

広報たかやま12月号のむらの財政の掲載内容において、以下のとおり誤りがございました。

　　誤　特別会計
　　正　特別会計および公営企業会計

　　誤　簡易水道事業特別会計
　　正　簡易水道事業会計

　　誤　水をきれいにする事業特別会計
　　正　水をきれいにする事業会計

謹んでお詫びするとともに、ここに訂正させ
ていただきます。

広報たかやま12月号の誤表記について
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※ 診療時間は午前９時から午後５時までです。できるだけ時間内に受診してください。
※急患のための当番医制度ですので、緊急患者以外の受診はご遠慮願います。
※在宅待機のため、原則として往診はいたしません。　　　※専門外の疾患の場合は対応しかねることもあります。

１月の

◎
感
染
予
防
対
策
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●開催日時　１回目　令和７年１月 ７日（火）
　　　　　　２回目　　　　　１月22日（水）
　　　　　　いずれも午後２時から
　　　　　   （午後３時30分ごろ終了予定）
●場　　所　高山村保健福祉センター
●対　　象　おおむね65歳以上の方
●内　　容　体力測定・ストレッチ・体操・
　　　　　　足腰の痛みの相談　など
●持 ち 物　上履き、水分補給のための飲み物、
　　　　　　タオル（浴用サイズのもの）

生き生き元気の集い
～楽しく体を動かして、

みんなで元気に過ごしましょう～
●開催日時　令和７年１月14日（火）
　　　　　　午前10時から
　　　　　   （午前11時30分ごろ終了予定）
●場　　所　交流施設　なごみ
●対　　象　どなたでもご参加できます
●内　　容 工作・ゲーム・ミニ体操　など

なごみ茶屋
～おしゃべりやゲームなど、

みんなで楽しく過ごしましょう～

日 科 内　　　科 外　　　科 休日夜間当番病院 日 科 内　　　科 外　　　科 休日夜間当番病院

１月１日
(水)

小池医院
（東吾妻町）

西吾妻福祉病院
（長野原町）

西吾妻福祉病院
（長野原町） １月12日

(日）

田島病院
（中之条町）

吾妻さくら病院
（中之条町）

吾妻さくら病院
（中之条町）

0279（67）2030 0279（83）7111 0279（83）7111 0279（75）3350 0279（75）3011 0279（75）3011

１月２日
(木)

吾妻脳外循環科
（東吾妻町）

原町赤十字病院
（東吾妻町）

原町赤十字病院
（東吾妻町） １月13日

(月）

しまだ医院
（中之条町）

西吾妻福祉病院
（長野原町）

西吾妻福祉病院
（長野原町）

0279（68）5211 0279（68）2711 0279（68）2711 0279（76）3435 0279（83）7111 0279（83）7111

１月３日
(金）

くりはら医院
（東吾妻町）

西吾妻福祉病院
（長野原町）

西吾妻福祉病院
（長野原町） １月19日

(日）

四万診療所
（中之条町）

原町赤十字病院
（東吾妻町）

原町赤十字病院
（東吾妻町）

0279（68）0355 0279（83）7111 0279（83）7111 0279（64）2136 0279（68）2711 0279（68）2711

１月５日
(日）

東吾妻町診療所
（東吾妻町）

原町赤十字病院
（東吾妻町）

原町赤十字病院
（東吾妻町） １月26日

(日）

吾妻さくら病院
（中之条町）

吾妻さくら病院
（中之条町）

吾妻さくら病院
（中之条町）

0279（59）3010 0279（68）2711 0279（68）2711 0279（75）3011 0279（75）3011 0279（75）3011

　村では、村民の健康増進を図るため、健康教室を下記のとおり開催いたします。
　参加を希望される方はぜひお申込みください。

●開催日時　令和７年１月15日（水）
　　　　　　午前10時から11時30分（受付：９時30分～）
●会　　場　いぶき会館３階　多目的ホール
●内　　容　運動・歩行年齢測定 
●服　　装　動きやすい服装・運動靴　　　　
●持 ち 物　タオル・甘くない飲み物・他各自必要な物
●締 切 り　令和７年１月９日（木）まで

健康づくり教室参加者募集

歩行年齢測定とは…
６ｍ歩くだけで、速度・
姿勢・バランス年齢か
ら構成される歩き方の
年齢が測定出来ます

《お問い合わせ先》　高山村役場　保健みらい課（地域包括支援センター担当）　☎0279－63－1311

《お申込み・お問い合わせ先》　高山村役場　保健みらい課（高山村保健福祉センター）　☎0279－63－1311


